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特許無効審判と訂正審判の関連的な取扱い 

 

 

１．  特許無効審判と訂正審判の関連的な取扱い 

無効審判が特許庁に係属した時からその審決が確定するまでの間は、同一の権

利に係る訂正審判を請求することができない（特§126②）。 

しかし、「無効審判が特許庁に係属した時」は、審判請求書の副本が被請求人

に送達された時であるから（→54―03）、無効審判が請求され請求書副本が被請

求人に送達される前に、訂正審判が請求されたときには、無効審判と訂正審判が

特許庁に同時に係属することとなる。 

このとき、無効審判と訂正審判の審理を迅速・的確に行うためには、両審判を

関連的に把握し、審理する必要がある。 

 

２．  同一合議体による審理 

訂正審判と無効審判は上級審・下級審の関係になく、また別事件であるので、

前審関与（→12―04）は問題とならない。このため、無効審判と訂正審判の審理

は、原則として、同一合議体が行う。 

 

３．  無効審判と訂正審判が同時係属するときの扱い 

(1) 原則として無効審判を優先 

訂正審判（特§126）と無効審判（特§123）が同時に特許庁に係属している

ときは、原則として無効審判を優先して審理する。 

なお、一方の審判の審理を優先したときは、必要に応じて他方の審判の審理

を中止し（特§168①）、当事者に対して中止通知を行う。 

このようにする理由は、(ア)無効審判の係属中は無効審判手続の中でそれま

での全事情を考慮して訂正の請求をすることが可能であり、その訂正の請求を

https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121#Mp-Ch_6-At_126
https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/document/sinpan-binran/54-03.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/document/sinpan-binran/12-04.pdf
https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121#Mp-Ch_6-At_126
https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121#Mp-Ch_6-At_123
https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121#Mp-Ch_6-At_168
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審理することが権利者の意図に沿う、(イ)当事者対立構造の無効審判において

は請求人が訂正の請求についての反論を述べることができ、より的確な審理に

資する、ということによる。これにより、以下のような事例が生じることを防

ぐことができる。 

下図において、図１の場合は、訂正審判による訂正Ａ＋αは無効審判に必要

な訂正Ａ＋βにより減縮されるから、訂正審判を行う必要性に乏しい。また、

図２の場合は、訂正Ａ＋αが確定すると、訂正Ａ＋βを行うことはできない。 

 

事例               図１                  図２ 

特許発明Ａ  

 

 

 

 

 

 

       訂正Ａ＋α   中止 

訂正審判 

 

                     訂正Ａ＋β    審決   出訴 

無効審判 

 

 

(2) 訂正審判を優先して審理するとき 

他方、権利者が答弁書中で、訂正審判の訂正内容で十分に無効理由に対抗し

得るため、訂正審判を先に審理すべき旨を主張している場合などにおいて、合

議体がその方が妥当であると判断したときは、訂正審判の審理を優先する（た

だし、権利者が訂正審判を先に審理すべき旨を主張しても、訂正審判の訂正内

容が明らかに認容できないときや、訂正審判の結果に関係なく明らかに無効審

判の請求が成り立たないと認められるときは、無効審判を優先して審理す
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る。）。 

また、訂正審判の審理終了間際に無効審判が請求された場合のように、既に

訂正審判の審理が相当程度進捗しているときも、訂正審判の審理を優先して差

し支えない。 

 

４．  後続の審判の審理 

原則として、優先して審理した審判の審決が確定した後に速やかに他方の審

判の審理を続行する。その際、以下の点に留意する。 

(1) 無効審判を優先して審理したときにおいて、権利を無効にする審決が確定し

たときは、訂正審判の請求は不適法なものとして審決をもって却下する（特§

135）（参考：最三小判昭 59.4.24（昭 57（行ツ）第 27 号）） 

また、無効審判中の訂正の請求を認容して権利を維持する審決が確定したと

きは、原特許を前提とする訂正審判の請求の内容が訂正確定後の特許と整合せ

ず、訂正要件を満たさないことがある点に注意する。 

(2) 訂正審判を優先して審理した場合において、訂正を認める旨の審決が確定

し、これにより無効審判の対象に変更が生じたときには、当該訂正の内容を無

効審判の請求人に通知し（→様式１）、審判の対象となる訂正された後の特許

について、無効審判の請求人に相当の期間を指定して意見を申し立てるための

弁駁機会を与える（特施規§47 の 3）。 

その弁駁機会までに特許権者が無効審判中の訂正の請求を行わなかった場

合において、弁駁機会に無効審判の請求人が請求の理由の要旨を変更する補正

をしたときは、特§131の 2②一（訂正の請求により必要となった補正）の規定

ではなく、特§131 の 2②二（当初不記載の合理的理由･被請求人（特許権者）

の同意）の規定に基づいて、要旨変更補正の許否を決定する（そもそも訂正の

請求が存在しないこと、及び、無効審判の請求前に訂正審判を請求していたも

のであるため、請求人が訂正の請求に応じた新たな無効理由を提示することに

被請求人が当然に同意しているとは擬制できないことから、このように取り扱

う）。 

(3) 訂正審判を優先して審理し、訂正が認められない旨の審決がされ、その審決  

取消訴訟が提起されたときも、当事者対立構造の無効審判において訂正の是非

https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121#Mp-Ch_6-At_135
https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121#Mp-Ch_6-At_135
https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400010#Mp-Ch_9-Se_1-At_47_3
https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121#Mp-Ch_6-At_131_2
https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121#Mp-Ch_6-At_131_2
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と特許の有効性の判断を迅速・的確に行うとの観点から、訂正審判の審決の確

定を待たずに、無効審判の審理を進める。 

 

（改訂 R1.6）
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様式１ 

   

訂正を認める審決の確定を請求人に知らせる通知書 

 

 

 

訂正を認める審決の確定の通知書 

 

                      令和  年  月   日 

                                                 特 許 庁 審 判 長 

 

 

 審判請求の番号               無効○○○○－○○○○ 

（特許の番号）        （特許第      号） 

 請求人                                           様 

 代理人弁理士                                     様 

 

 

 本件について下記のとおり通知します。本件特許無効審判事件について意見等

があれば、本書発送の日から３０日以内に提出して下さい。                          

 

記 

 

本件特許第      号に係る発明の明細書等について、訂正の審判請求

（訂正  －  ）があり、令和  年  月  日訂正することを認める審決

がなされ、令和  年  月  日審決が確定しました。 

 

 

 

 

 

 


